
 吉野川市学校給食費補助金交付要綱

 

 　（趣旨）

第１条　この告示は、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の推進を図るた

、 （ 「 」め 予算の範囲内において交付する吉野川市学校給食費補助金 以下 補助金

という ）に関し必要な事項を定めるものとし、この告示に定めるもののほか。

必要な事項については、吉野川市補助金交付規則（平成１６年吉野川市規則第

 ４５号）に定めるところによる。

 　（定義）

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

 ところによる。

(１)　小学校等　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、

 義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部をいう。

(２)　中学校等　学校教育法に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中

 等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をいう。

 (３)　児童　小学校等に在籍する者をいう。

 (４)　生徒　中学校等に在籍する者をいう。

(５)　学校給食　学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に規

 定する学校給食をいう。

(６)　給食費　学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食に要する経費を

 いう。

 　（補助対象者）

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という ）は、次の。

各号のいずれかに該当する児童及び生徒（本市に住所を有する者に限る ）の。

 保護者とする。

（ 。(１)　アレルギー等のやむを得ない事情により学校給食 主食及び副食に限る

 以下同じ ）の提供を受けていない児童及び生徒。

(２)　吉野川市立の小学校及び中学校以外の小学校等又は中学校等に在籍し、

 有償により学校給食の提供を受けている児童及び生徒

２　前項の規定にかかわらず、補助対象者が当該年度の給食費を滞納していると

 きは、補助金の交付を受けることができない。

 　（補助金の額）

、 、 、第４条　補助金の額は 次の各号に掲げる区分に応じ 当該各号に定める額とし

 １万円を限度とする。

(１)　前条第１項第１号に掲げる児童及び生徒　当該児童及び生徒が学校給食

に代わる昼食の準備をして登校した日数に、児童にあっては３００円、生徒



 にあっては３３５円を乗じて得た額

(２)　前条第１項第２号に掲げる児童及び生徒　補助対象者が負担した給食費

 の額

２　前項の規定にかかわらず、給食費の全部又は一部について、生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）第１３条に規定する教育扶助その他の給食費に係る

支援を受けているときは、当該額を前項第１号及び第２号に定める額から差し

 引くものとする。

３　前２項の規定により算定した補助金の額に１００円未満の端数が生じた場合

 は、これを切り捨てるものとする。

 　（交付申請）

第５条　補助金の交付を受けようとする者は、吉野川市学校給食費補助金交付申

請書兼請求書（様式第１号）に出席状況等証明書（様式第２号）その他の必要

 書類を添えて市長に提出しなければならない。

 　（交付決定）

第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、吉野川市学校給食費補助金交

 付決定通知書（様式第３号）により、補助対象者に通知するものとする。

 　（実績報告の免除）

第７条　吉野川市補助金交付規則第１１条第１号から第４号までの書類の提出

 は、要しないものとする。

 　（補則）

 第８条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

 　　　附　則

 　この告示は、令和８年２月１日から施行する。


